
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

一

廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
事
業
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
の
五
関
係
）

１

地
方
公
共
団
体
が
行
う
廃
棄
物
の
処
理
施
設
（
公
共
下
水
道
及
び
流
域
下
水
道
を
除
く
。
）
の
整
備
に
関
す
る
事
業

２

廃
棄
物
処
理
セ
ン
タ
ー
が
行
う
廃
棄
物
の
処
理
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業

３

広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
が
行
う
廃
棄
物
の
処
理
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業

４

日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
が
行
う
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
理
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業

５

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
選
定
事
業
者

が
行
う
廃
棄
物
の
処
理
施
設
（
公
共
下
水
道
及
び
流
域
下
水
道
を
除
く
。
）
の
整
備
に
関
す
る
事
業

６

前
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
附
帯
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
前
各
号
に
掲
げ
る
事
業
と
一
体
と
な
っ
て
そ
の
効
果
を
増
大
さ

せ
る
も
の

二

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


